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第 1 条 委員会の目的 
日本小児神経学会 教育委員会（以下、「本委員会」という）は、専門医資格の

取得をめざす若手医師の育成、ならびに中堅医師のスキルアップを目的とした

活動を行う。そのための機会提供として、小児神経学セミナーの企画と運営、

ならびに広報委員会と連携した小児神経科医に対する啓発活動を行う。また、

学会（学術集会）そのものの国際化を視野に入れた活動をする。  
 
第 2 条 委員の任期 
１ 委員長及び委員の任期は１期２年とし、再任は妨げない。但し、連続４期

までとする。 
２ 委員長および委員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお

その職務を行う。 
 
第３条 定員 
定員は２０名（アドバイザーを除く）以下とし、地域性と専門分野を考慮し委

員長が推薦し、理事長が委嘱する。 
 
第４条 小委員会 
本委員会では産科医療補償制度小委員会を置き、産科医療補償制度に関する会

員への教育等に資するものとする。 
 
第５条 小委員会規則 
産科医療補償制度小委員会の業務、構成および運営に関し必要な事項は、本委

員会細則とは別に定める。 
 
第６条  改廃 
この細則の改廃は、委員会の議決を経て、担当理事が理事会に諮り理事会の承

認を持って行うものとする。 
 
 

 平成 27年 7月 14日 制定 

 


